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ジ ェ ッ ト 日 本 語 学 校 学 則 (2026.04.01 改正) 

 

 

第１章  総則 

 

（目的） 

第１条  本校は、日本語に対する関心や需要が世界的な高まりを見せている現在、学校教育法  

に基づき、真に理想的な日本語教育を目指して、外国人留学生に対する日本語教育及

び全般的な進学予備教育・日本在住外国人に対する効果的な日本語集中教育・日本語

教師の養成を主要な目的とし、各コースに必要な教科の教育を行うことを目的とする。 

 

（名称） 

第２条  本校は、ジェット日本語学校という。 

 

（位置） 

第３条  本校の位置を東京都北区滝野川７丁目８番９号に置く。 

 

(自己点検・評価) 

第４条 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本

校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。 

  ２. 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

 

第２章  課程及び学科、修業年限、定員並びに休業日 

 

（課程・学科・修業年限・定員） 

第５条  本校の課程、学科、修業年限並びに定員は次のとおりとする。 

昼夜 学  科 修業年限 入学定員 総定員 備  考 

昼 

日本語進学科Ａ １年 ２８名 
５６名 

４月入学 

日本語進学科Ｂ 1.5 年 ２８名 10 月入学 

日本語基礎科Ａ １年 ５４名 
９４名 

４月入学 

日本語基礎科Ｂ １年 ４０名 10 月入学 

 計  １５０名 １５０名  

   ２. 日本語基礎科Ａを修了後に日本語進学科Ａを連続して履修することができる。 

 

（学年・学期の終始期） 

第６条 本校の学年及び学期の終始期は次のとおりとする。 

 学  年 学  期 

日本語進学科Ａ 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日 
第一学期 ４月１日～９月３０日 

第二学期 10 月１日～３月３１日 

日本語進学科Ｂ 10 月 1 日～翌々年 3 月 31日 

第一学期 10 月１日～３月３１日 

第二学期 ４月１日～９月３０日 

第三学期 10 月１日～３月３１日 

日本語基礎科Ａ 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日 
第一学期 ４月１日～９月３０日 

第二学期 10 月１日～３月３１日 

日本語基礎科Ｂ 10 月 1 日～翌年 9 月 30 日 
第一学期 10 月１日～３月３１日 

第二学期 ４月１日～９月３０日 

 

（休業日） 

第７条 本校の休業日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日 
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（２）国民の祝日と定められた日 

（３）夏期休業日 日本語進学科は８月中旬の約２週間 

         日本語基礎科は８月中旬の約３週間 

秋期休業日 日本語基礎科のみ９月下旬の約１０日間 

冬期休業日 年末年始の約１０日間 

春期休業日 ３月中旬から３月末までの約３週間 

（４）土曜日 

２．教育上必要があり、かつやむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず休業日に授

業を行うことがある。 

３．非常災害その他やむを得ない事情で、臨時に授業を行わないことがある。 

 

 

第３章  教育課程、授業時数及び教職員組織 

 

（教育課程・授業時数） 

第８条 本校の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。 

課程 

科目 
日本語進学科 A(1.0 年) 日本語進学科 B(1.5 年) 

必・選 
週間授業

時数 

総授業 

時数 
必・選 

週間授業時数 総授業 

時数 第 1 学期 第 2･3 学期 

日本語会話 必 ４ １６０ 必 ８ ４ ３２０ 

日本語文法 必 １０ ４００ 必 ８ １０ ５６０ 

日本語読解 必 ４ １６０ 必 ２ ４ ２００ 

日本語作文 必 ２ ８０ 必 ２ ２ １２０ 

日本事情 必 ２ ８０ 必 ２ ２ １２０ 

英  語 必 ３ ６０ 必  ３ ６０ 

現代社会 必 ３ ６０ 必  ３ ６０ 

数  学 選 ３ ６０ 選  ３ ６０ 

理  科 選 ３ ６０ 選  ３ ６０ 

必修計  ２８ １０００  ２２ ２８ １４４０ 

 

課程 

科目 

日本語基礎科(1.0 年) 

必・選 週間授業時数 年間授業時数 

日本語会話 必 ８ ３２０ 

日本語文法 必 ８ ３２０ 

日本語読解 必 ２ ８０ 

日本語作文 必 ２ ８０ 

日本事情 必 ２ ８０ 

計  ２２ ８８０ 

 

(成績評価) 

第９条 授業科目の成績評価は、各学期末に行う試験、平常点、履修状況等を総合的に勘案して

行う。ただし、出席状況が授業時数の１０分の６に達しない者は、その科目について評

価を受けることができない。 

 

（授業の終始期） 

第１０条 本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

日本語進学科は、始業９時、終業１６時４０分 

日本語基礎科は、始業９時、終業１５時４５分 

 

（教職員組織） 

第１１条 本校に次の教職員を置く。 

（１）校長 

（２）教員   ９名以上（専任３名以上） 
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（３）事務職員 ２名以上（専任１名以上） 

（４）学校医  １名（兼任） 

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

 

 

第４章  入学、休学、退学、修了及び賞罰 

 

（入学資格） 

第１２条 本校の入学資格は次のとおりとする。 

（１）外国において通常の課程による１２年の学校教育を修了している者。 

（２）外国において、大学などの教育機関への進学資格となる中等教育の課程を修了して

いる者。 

（３）本校において、上記と同等以上の学力ありと認められた者。 

 

（入学時期） 

第１３条 本校の入学時期は、日本語進学科Ａ及び日本語基礎科Ａの場合４月１日とし、日本

語進学科Ｂ及び日本語基礎科Ｂの場合１０月１日とする。 

 

（入学手続き・許可） 

第１４条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。 

（１）本校に入学しようとする者は、本校指定の入学願書及び必要書類を、第２０条に定め

る選考料を添えて指定期日迄に出願しなければならない。 

（２）前号の手続きを終了した者に対して入学考査を行い入学者を決定する。 

（３）入学を許可された者は第２０条に定める入学金を納めなければならない。入学許可

者の書類は、本校が取りまとめて出入国在留管理局に提出し、留学ビザを取得する

ための在留資格認定審査を受ける。 

（４）在留資格認定証明書が交付された者は第２０条に定める授業料を添えて手続きをと

らなければならない。ただし、在留資格認定証明書が交付されなかった者には、第２

３条の規定にかかわらず入学金を返還する。 

 

（休学・復学） 

第１５条 学生が疾病その他やむを得ない事由によって、ひきつづき１０日以上休学する場合

は、その事由を記し、医師の診断書等を添えて校長の許可を得なければならない。 

２．前項の者が復学しようとする場合は、必要書類を届けて復学することができる。 

 

（自主退学・転学） 

第１６条 退学又は転学しようとする者は、その事由を記し､校長の許可を得なければならない｡ 

 

（修了の認定） 

第１７条 第９条に定める授業科目の成績評価に基づいて、課程修了の認定を行う。 

   ２. 校長は、本校所定の課程を修了したと認めた者には、修了証書を授与する。 

 

（褒賞） 

第１８条 成績優秀にして、他の模範となる者には、褒賞することがある。 

 

（懲戒） 

第１９条 学生がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、また学生として許し得ない行

為があったときは懲戒処分を行う。 

２．懲戒は、注意、停学及び退学とする。 

３．退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 

（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。 

（３）正当な理由がなく、出席常でない者。 

（４）学校の秩序を乱し、その他学生として許し得ない行為のあった者。 
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第５章  入学金、授業料、その他 

 

（学生納付金） 

第２０条 本校の学生納付金は次のとおりとする。（消費税を含む） 

 日本語進学科 A 日本語進学科 B 日本語基礎科 

選 考 料 ２０，０００円 

入 学 金 ５０，０００円 

授業料（総額） ９００,０００円 １,２９０,０００円 ７８０,０００円 

２．日本語進学科で、数学および理科の各教科を選択履修する場合は、上記授業料の他

に、一教科につき年間７８,０００円の授業料を納入する。 

３．日本語基礎科Ａを修了後に日本語進学科Ａを続けて履修しようとする場合は、選考

料及び入学金は免除される。 

 

（納入） 

第２１条 学生は、その在籍中は、出席の有無にかかわらず授業料を所定の期日までに納入し

なければならない。 

 

（滞納） 

第２２条 正当な理由がなく、かつ所定の手続きを行わずに授業料の滞納著しく、爾後納入の

見込みがないときは、退学を命ずることがある。 

 

（納入金の還付） 

第２３条 原則として一旦納入した学納金は返還しない。ただし、入学又は学期開始前に入学

辞退又は退学の意思表明をした場合は、入学金と選考料を除いた授業料等は返還す

る。 

 

 (寄宿舎) 

第２４条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。 

 

 (健康診断) 

第２５条 健康診断は、毎年２回、別に定めるところにより、実施する。 

 

 

第６章  附帯教育 

 

（附帯教育） 

第２６条 本校の附帯教育は次のとおりとする。 

科  名 修業期間 定員 備  考 

夏の総合日本語コース １ケ月 ２０名 日本文化を体験し、日本語の四技能

を総合的に身に着ける 

夏の日本語会話コース ２週間 ２０名 コミュニケーション能力の涵養 

短期ビジネス日本語コース ３ケ月 ２０名 就職活動に必要な日本語やマナー

を学ぶ 

春の補講コース ３週間 ２０名 大学受験準備開始前の日本語基礎

力養成 

理数の基礎コース ３週間 ２０名 理科と数学の基礎力養成 

日本語教師養成科 ６ケ月 ４０名 日本語教師の養成 

２．附帯教育の入学金、授業料、授業時間その他必要事項は別に定める。 

 

 

附  則 （昭和６３年３月８日認可） 
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１．この学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

２．この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附  則 （平成２年３月３０日認可） 

１．この学則は、平成２年４月１日から施行する。     

 

附  則 

１．この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１．この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１． この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１． この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１. この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


